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件  名 今回の寒波及び降雪に伴う滋賀県北部の直轄国道の交通

状況について 

 

 

概  要 １２月１４日からの厳しい寒波及び降雪により、福井県

境の国道８号及び北陸自動車道では、通行止めが相次い

で発生しています。 

滋賀県内から福井方面へ向かう車は、交通規制等に十分

ご注意下さい。 

 

 

取り扱い 

 

 

 

 

 

配布場所 

 

滋賀県政記者クラブ 

 

 

 

問い合わ

せ 

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 

       （℡０７７－５２３－１７４１（代）） 

     副所長    森田  宏 （内 205） 

管理第２課長 中村 一敏 （内 441） 

 



滋賀県内及び福井県境付近における直轄国道等の雪害状況について 

（午前５：００の状況） 

 

【国道８号】 

上り（滋賀県から福井方面行き）は、敦賀市内からの渋滞が滋賀県境を越え、

西浅井町塩津付近まで（約２０ｋｍ）達しています。 

また、北陸自動車道（木之本ＩＣ以北）の通行止めに伴い、木之本ＩＣでは、

北陸自動車道の規制解除を待つ車両が待機し渋滞が（約２ｋｍ）発生しています。 

 

【国道２１号】 

降雪があるものの特に大きな渋滞等は発生していません。 

 

【国道１６１号】 

降雪があるものの特に大きな渋滞等は発生していません。 

 

【北陸自動車道】 

米原から福井方面行き（下り） 木之本ＩＣ～今庄ＩＣまで通行止め 

福井から米原方面行き（上り） ２：３０に通行止めは解除されました。 

 （なお、北陸自動車道の交通状況は、中日本高速道路㈱へ確認下さい。） 

 

 

【その他】 

 滋賀国道事務所では、除雪作業車等約６０台を配備し、引き続き除雪作業及び

凍結防止作業などにより、交通の確保に努めてまいりますが、福井方面へのお出

かけには、十分な冬用装備と通行止め等の交通情報をお確かめ下さい。 


